
 

交通安全運動期間中における「デイライト運動」（試験施行）の   

実施について 

 
 
１ 目 的 

  関係者・関係団体等が、交通安全運動期間中、公用車・社有車を運転する

際、「デイライト運動（日中の時間帯における自動車前照灯の点灯）」を率先

して行うことにより、市内の交通事故防止に寄与しようとするもの。 
 
 
２ 期 間（第１回目） 

  平成２８年 春の全国交通安全運動期間中 
  平成２８年４月６日（水） ～ 平成２８年４月１５日（金） 
 
 
３ 実施内容 

  日中、公用車・社有車を運転する際、デイライト運動として、自動車前照

灯を点灯させる。 
 
 
４ その他 

デイライト運動については、市の交通安全事業の、平成２８年度の重点事

業の一つとして捉え、年間の交通安全運動（４月、７月、９月、１２月の計

４回）において、試験的に実施する。 
 
 
５ 主催・共催 

主催 射水市交通安全対策協議会（夏野元志会長） 
射水警察署（中川新太郎署長） 
射水交通安全協会（稲垣隆夫会長）  

共催 射水交通安全協会安全運転管理者部会（２６１事業者） 
射水市コミュニティバス等事業者 

   
 
                   事務担当 生活安全課（大島庁舎） 
                        電話 ５２－７９６６ 
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